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人間ドック・配偶者人間ドック
受診決定通知書（受診票）をお持ちの皆さまへ

○�　まだ予約していない方は、決定された医療機関にまずは予約をし
ましょう。
○�　予約はいずれの医療機関でも先着順です。来年２月までの受診
期間内に受診できないことがありますので、ご注意ください。
　（毎年、予約が遅れて受診できなかった方が数多く出ています。）
○�　ご自分で医療機関に日時の予約をしなければ、受診できません。

医療機関への予約はしましたか？

○�　「異動や転居をした」、「決定された医療機関が混雑していて予約が取れない」、「受診日が
荒天等で交通手段が不通で受診できず、代替日が設定できない」、「慶弔事・不慮の事故等
により受診できず、代替日が設定できない」等の場合、医療機関の変更ができます。
　　まずは、当支部へご連絡ください。
　　なお、時期によっては、受入れが困難な医療機関がありますので、ご了承ください。

医療機関の変更ができます！！

○�　例年、受診票を持参されずに受診される方（紛失を含む。）が多数おり、受診者確認に手
間がかかることから、医療機関より「受診者から手数料を徴収できないか？」との意見が寄せ
られています。
　　受診の際には、再度、受診票を確認するよう、お願いします。

受診の際には、受診票をお持ちください！！

○�　「受診決定通知書（受診票）」を持っていても、受診日現在で公立学校共済組合員でない
場合は受診できません。
　なお、受診した場合は、全額自己負担となりますので、必ずキャンセルの手続きをしてく
ださい。
○�　特に配偶者人間ドックは、就職等により公立学校共済組合員の被扶養者としての認定が取

り消された場合も受診できませんので、十分注意をしてください。

受診決定通知書（受診票）をお持ちでも受診できない場合があります！！

○�　決定された医療機関には、必ずキャンセルの連絡をしてください。
　　なお、受診日予約をしていない場合でも、必ず連絡をお願いします。
○�　当支部には、「受診決定通知書（受診票）」の余白に　 取 消 　と朱書きの上、返送してく
ださい。

受診をキャンセルする場合は、医療機関と当支部へ連絡してください。

お問い合わせは 健康支援係（人間ドック）　☎ 011-231-4111　内線 35-370
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保 健 師 の い き い き 健 康 コ ラ ム

あなたの肝臓は大丈夫ですか？
　肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、よほどのことがない限り音を上げない臓器です。したがって症
状が出てからでは重篤化している可能性もあり、早期発見が大切です。毎年の健康診断で血液検
査を受けてデータの変化を確認することが大切です。
　肝機能の異常はウイルス感染やアルコールの飲み過ぎ、食べ過ぎなど様々な原因で起こりますが
今回はアルコールを中心に紹介します。

　男性は45～49歳の職員のデータが最も悪く、その後は緩やかに改善傾向、女性は年齢とともに悪化傾向です。

　1日当たりの飲酒量が多いほど、肝機能が悪くなっています。

　肝臓病の早期発見には血液検査を行いますが、検査項目としてはAST(GOT)、ALT(GPT)、γ‐GTPがあります。γ‐GTP
が高値の方はアルコールの飲みすぎや脂肪肝が疑われます。
　医師から減酒や断酒を勧められても困難な場合は、アルコール問題の専門医を早めに受診することも推奨されます。

純アルコール量20gの目安
ビール5％500ml、日本酒15％180ml、ワイン12％200ml
ウイスキー40％60ml、焼酎25度100ml

●　アルコールを飲む時は？
1.健康に悪影響を及ぼさないアルコール摂取量は、1日あたり純アル
コール量換算で男性20g以下、女性10g以下です。少量の飲酒で顔が
赤くなる体質の人はこれよりも少ない量にすることが必要です。

2.休肝日を作りましょう。飲まない曜日を決めたり、カレンダーに
〇×をつけて見える化するのも効果的です。
3.つまみに魚や大豆製品、野菜などを食べながら、空腹で飲まない
ようにしましょう。
4.コロナ禍で飲酒の習慣が無くなった人は元に戻さないようにしま
しょう。
5.健康問題があり、アルコールを控えるよう医師や保健師からいわ
れている人は飲まないようにしましょう。

厚生労働省HP一部引用

少量の飲酒で顔の赤くなる体質
（2型アルデヒド脱水素酵素 (ALDH2) が低活性型または非
活性型である体質）～日本人などモンゴロイドに多い

AST（GOT）
ALT（GPT）

γ-GT（γ-GTP）

基準値
≦３０　U/L
≦３０　U/L
≦５０　U/L

保健指導判定値
≧３１　U/L
≧３１　U/L
≧５１　U/L

受診勧奨判定値
≧５１　U/L
≧５１　U/L
≧１０１　U/L

＊特定健診の保健指導判定値及び受診指導判定値及び受診勧奨判定値

100.0%0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

●　令和４年度当支部組合員の特定健診（肝機能）の結果

異常なし 保健指導判定値 受診勧奨判定値

＜年齢階層別＞
肝機能（男性）

純アルコール量を計算してみましょう

酒量（ml）×アルコール度数（％）×0.8
＝純アルコール量（g）

例）350ml9％の缶酎ハイ1缶
350×0.09×0.8＝25.2g
1缶で男性5.2g、女性15.2gオーバー

肝機能（女性）

飲酒量と肝機能（男性） 飲酒量と肝機能（女性）
＜1日当たりの飲酒量別＞

89.8%

86.5%

79.7%

77.9%

83.9%

7.0%

9.4%

14.5%

15.9%

9.6%

3.3%

4.1%

5.8%

6.2%

6.5%

100.0%0% 20.0% 60.0% 80.0%

異常なし 保健指導判定値 受診勧奨判定値

100.0%0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

異常なし 保健指導判定値 受診勧奨判定値

60歳～

55～59歳

50～54歳

45～49歳

39～44歳

60歳～

55～59歳

50～54歳

45～49歳

39～44歳56.0%

52.6%

54.3%

55.6%

61.4%

26.7%

30.0%

29.1%

30.0%

26.6%

17.3%

17.4%

16.6%

14.3%

12.0%

100.0%0% 20.0% 40.0% 40.0%60.0% 80.0%

異常なし 保健指導判定値 受診勧奨判定値

3合以上

2～3合未満

1～2合未満

1合未満

3合以上

2～3合未満

1～2合未満

1合未満60.2%

52.4%

45.4%

39.1%

85.2%

80.5%

79.8%

74.0%

10.5%

13.9%

13.5%

15.6%

4.3%

5.6%

6.7%

10.4%

26.4%

32.3%

33.6%

36.7%

13.4%

15.3%

21.0%

24.2%
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このほか、以下に該当する場合も認定取消となります。
・3か月を超える雇用期間で就職し（社会保険未加入又は、試用期間経過後社会保険加入の場合も含む）、
当初から108,333円（月額限度額）を超える収入が見込まれる場合は、就職日で認定取消

・108,333円（月額限度額）を4か月連続で超過した場合は、4か月目の初日で認定取消
・就職先から健康保険証(社会保険等)が交付された場合、健康保険証の資格取得日で認定取消

60,000円
110,000円
90,000円
80,000円
90,000円
100,000円
90,000円
130,000円
150,000円
140,000円
80,000円
100,000円
130,000円
130,000円
90,000円
80,000円
90,000円
90,000円
90,000円
120,000円
140,000円

60,000円
170,000円
260,000円
340,000円
430,000円
530,000円
620,000円
750,000円
900,000円

1,040,000円
1,120,000円
1,220,000円
1,290,000円
1,310,000円
1,310,000円
1,310,000円
1,310,000円
1,300,000円
1,300,000円
1,290,000円
1,280,000円

令 
和 
５ 
年

令 

和 

４ 

年 令和5年5月から直近1年間の（令和4年6
月～令和5年5月）給与等の合計額が130
万円以上となったため、令和5年5月の給
与支給日をもって被扶養者取消となりま
す。

令和5年11月から過去1年間の（令和4年
12月～令和5年11月）給与等の合計額が
130万円を下回ったため、令和5年11月の
給与支給日をもって被扶養者の認定となり
ます。

被扶養者の取消

被扶養者の認定

【事例】令和４年４月からパートを開始
月々の収入が変動するが、当初から月額限
度額を超過することが見込まれていない場合

　仕事を始めた時や、契約を変更したときは、年間130万円以上の収入になる見込みがなかった場合で
も、被扶養者の給与等（通勤手当等の各種手当を含む）の直近1年間の累計が130万円以上となった場合、
到達した月の給料日で認定取消となります。この「直近1年間」とは、暦年や年度ではなく「前年6月
から当年5月」「前年12月から当年11月」等「ある月からの12か月」を指します。所得税法とは考え方
が異なりますのでご注意ください（扶養手当の認定・取消とも異なる場合があります）。
　直近1年間の収入の認定判断基準は、次のとおりです。

被扶養者の収入額にご注意ください！

年 月 給与等 過去１年間給与等合計額
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

お問い合わせは 資格認定係　☎ 011-231-4111　内線 35-367 ～ 369
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※1　申出書の様式は公立学校共済組合北海道支部のホームページからダウンロードできます。

※2　育児休業について記載された辞令の写しと子の出産日がわかる書類の写し計2枚でも代用可能です。

提出書類

免除の対象期間

毎月の掛金　免除
期末の掛金　免除

同一月内に
開始・終了し
14日以上

1か月を
超える

月末日を含む

毎月の掛金　免除
期末の掛金　徴収

毎月の掛金　免除
期末の掛金　徴収

毎月の掛金　徴収
期末の掛金　徴収

例 9/1～翌年3/31 例 12/31～翌年1/15 例 12/1～12/14 例 12/1～12/10

Yes

YesYes NoNo

No

育児休業期間中の掛金免除の手続きについて

育児休業等掛金等免除申出書※1　及び　育児休業承認通知書の写し※2

組合員専用ページ（組合員番号と生年月日でログイン）
→様式集　共済事務の手びき
→第1章　組合員と被扶養者　様式一覧
→育児休業等掛金等免除申出書（1-29）

クリック！

　育児休業期間中の掛金は、組合員の申し出により免除されます。忘れずにお手続きください。

・毎月の給与にかかる掛金等は、次の①②どちらかを満たす場合に免除となります。
①　その月の末日時点で育児休業を取得している
②　同一月内に育児休業を開始して終了するとき、（土日祝を含み）14日以上取得している

・期末手当等にかかる掛金等は、次の③④どちらも満たす場合に免除となります。
③　期末手当等の支給月の末日時点で育児休業を取得している
④　育児休業の取得の期間が1か月よりも長い　（③の月末時点で1か月が経過していなくても対象）

「令和4年度決算」をホームページへ掲載しました。
≪掲載場所≫
　北海道支部トップページ⇒北海道支部について（事業状況）⇒決算概要⇒令和4年度決算概要

令和4年度決算はホームページをご覧ください

お問い合わせは 経理出納係　☎ 011-231-4111　内線 35-376・377
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　組合員が育児休業を取得したときは、休業期間中の収入を補償するための給付「育児休業手当金」
を受けることができます。

　原則として、育児休業を開始した日から「子の1歳の誕生日の前日」まで受給できます。
　ただし、父母が同一の子についてともに育児休業を取得したとき（いわゆる「パパ・ママ育休プラス」
制度を利用して育児休業を取得したとき）は、子が1歳2カ月に達するまでの間で最大1年間（注）受給で
きます。
　また、総務省令で定める延長要件に該当したときは、1歳を超えた期間についても育児休業手当金を
請求できます。詳しくは次ページをご覧ください。
（注）母親の場合は、その子の出生の日及び産後の休業期間も含めて1年間となります。

育児休業手当金は、請求に基づき給付します。
育児休業の承認を受けた場合は、忘れずに所属所を通じて手続きしてくだ
さい。

育児休業を取得したときは育児休業手当金を請求できます

１　給付期間

３　請求方法

２　給付額

標準報酬日額
標準報酬月額の1/22
（10円未満四捨五入）

給付率 給付日数
給付期間内で土曜日及び
日曜日を除いた日数× ×180日目まで、67％

181日目以降、50％
（育児休業開始日から通算し、土日
祝日を含みます。）

（年末年始や祝日であっても、土日
以外は給付日数に含みます。）

　所属所を通じて次の書類を提出してください。
　（1）育児休業手当金請求（変更請求）書（別紙様式第8号）
　（2）育児休業承認通知書の写し
　※育児休業承認通知書が交付されない場合は、辞令や母子健康手帳の写しなど育児休業の期間及び育児休業の対象となる
子の生年月日が確認できる書類の写し

　育児休業手当金の様式及び記入例は、公立学校共済組合北海道支部ホームペー
ジに掲載しています。
　組合員専用ページにログイン後、「様式集　共済事務の手びき　第2章　短期給
付様式一覧」からダウンロードすることができます。
【ホームページアドレス】https://www.kouritu.or.jp/hokkaido/index.html

お問い合わせは 短期給付係　☎ 011-231-4111　内線 35-371・372
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　育児休業に係る子の1歳の誕生日の前日までに、総務省令で定める延長要件（以下、「延長要件」
と言います。）に該当する場合は、最大で「子の2歳の誕生日の前日」まで育児休業手当金を請求す
ることができます。

育児休業手当金の支給期間の延長手続きについて

１　延長要件（保育所入所不承諾の場合）

２　請求方法

３　延長要件に該当しない主な事例

最初の請求

産後休暇

育児休業手当金受給期間

※延長要件の該当状況は所属所で毎月確認します。

延長期間① 延長期間②

子の出生 満 1歳 満 2歳満 1歳 6カ月

延長請求 延長請求

育児休業

　育児休業に係る子の1歳の誕生日の前日までに、保育所等に保育の利用を希望し、申込みを行って
いるが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合が延長対象とな
ります。

1歳の誕生日以降に入所を申
し込むと延長対象にならない
ため、注意してください。

　子が1歳に達したとき、子が1歳6カ月に達したときに所属所を通じて次の書類を提出してください。
　（1）育児休業手当金請求（変更請求）書（別紙様式第8号）
　（2）育児休業承認通知書の写し
　（3）市町村が発行する「保育所不承諾通知書」など（注）

　　（注）「保育所不承諾通知書」などについて、対象の子の生年月日、入所申込日及び入所希望日が確認できるものが必要です。
市町村によっては、通知書などを取得できない場合があります。その場合は、必ず育児休業の対象となる子が1歳に達
する前に当共済組合までご相談ください。

入所希望日を、1歳
の誕生日を過ぎた日
付にしているとき

保育所への入所申込
で落選希望であるこ
とが明らかなとき

保育所の入所を辞
退、または入所希望
の取下げをしたとき

保育所の入所が決定
したとき

お問い合わせは 短期給付係　☎ 011-231-4111　内線 35-371・372
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　老齢厚生年金の支給開始年齢に達していない方は、「ねんきん定期便」及び「地共済年金情報Webサイト」によ
り年金情報（保険料の納付の実績、年金加入期間の月数及び老齢厚生年金の見込額等）を確認することができます。

　毎年の誕生月の月末にハガキによりお知らせします（１日生まれの方は誕生月の前月末にお知らせします）。
　また、節目年齢（35歳、45歳及び59歳）の方には、より詳細な情報を封書形式によりお知らせします。

１　ねんきん定期便

　各地方公務員共済組合が共同して運営しており、ご自身の年金情報について、いつでも確認することがで
きます。
　このサービスを利用するには申込みが必要となり、ログインする際に使用する「ユーザID」については、申
込みから3～4週間程度で郵送されます。
　利用方法等の詳細については、以下のホームページを参照してください。
　https://www.chikyosai-nenkin-web.jp（北海道支部のホームページからアクセスすることもできます。）
　ただし、次に該当する方は利用することができません。
　　①　一時金全額受給期間のみを有する方
　　②　離婚時の年金分割制度の適用を受けた方

２　地共済年金情報Webサイト

老齢厚生年金の見込額等を知りたいときは

　令和5年4月1日以降の分娩に係る出産費（家族出産費）の支給額が下記のとおり引き上げられました。

　また、共済組合では附加金（※出産時点で退職者は除く）として、5万円を支給します。
　出産費・家族出産費及び附加金の請求方法については、出産費用の支払方法によって異なりますので、
公立学校共済組合北海道支部のホームページを事前にご確認ください。

出産費（家族出産費）支給額の改定について

産科医療補償制度加入機関での出産

産科医療補償制度非加入機関での出産

令和5年3月31日
以前の分娩

420,000円

408,000円

令和5年4月1日
以降の分娩

500,000円

488,000円

（右の二次元コードからアクセスできます）

公立学校共済組合北海道支部ホームページ
「手続きナビ」内の「短期給付の手続き」→「保健給付の手続き」→
「出産費・家族出産費／出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き」

お問い合わせは 年金給付係　☎ 011-231-4111　内線 35-373 ～ 375

お問い合わせは 短期給付係　☎ 011-231-4111　内線 35-371・372
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　公務員や一般の厚生年金保険に加入している方が病気やけがにより一定以上の障害程度（生活や仕事などが制
限される程度）に該当するときは、障害厚生年金が支給されます。
　また、障害等級が1級又は2級に該当する場合、日本年金機構から障害基礎年金が併せて支給されます。
　なお、障害厚生年金の対象となる障害程度より軽くても、障害が残っている場合には障害手当金が支給される
ことがあります。

　障害認定日において障害程度に該当しなくても、病状の進行により障害等級に該当する程度の障害状態となっ
たときは、請求により年金が支給されます。
　なお、事後重症請求は65歳に達する日の前日（誕生日の前々日）までに行う必要があります。
　ただし、繰上げ支給の老齢厚生年金を受けている方は請求することができません。

　初診日が一般組合員（公務員の厚生年金）の期間にある方は、下記にお問い合わせください。その際、傷病名、
初診日及び受診した医療機関等を確認した上、必要書類を送付します。
　なお、初診日が短期組合員（一般の厚生年金）の期間にある方は、管轄の年金事務所にお問い合わせください。

　次の全ての要件に該当している必要があります。
　　要件①　厚生年金保険加入中に初診日があること
　　要件②　「初診日※1」から1年6か月後の「障害認定日※2」又は「障害認定日後65歳に達する日の前日（誕生

日の前々日）までの間に障害等級が1級から3級に該当すること
　　要件③　次のいずれかの保険料の納付要件に該当していること
　　　　　　　ア　初診日のある月の前々月までに公的年金の加入期間があり、その期間の3分の2以上について

保険料が納付又は免除されていること
　　　　　　　イ　初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと（初診日が令和8年3月31日

以前であり、初診日に65歳未満であるときに限られます。）
　　　※1　障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
　　　※2　原則、初診日から起算して1年6か月を経過した日

障害厚生年金をご存じですか

１　受給要件

２　事後重症制度

３　請求手続き

②

①
③

1年 6か月

就職
（厚生年金保険加入）

この時点で 1～3級に該当

初診日 障害認定日 退職

お問い合わせは 年金給付係　☎ 011-231-4111　内線 35-373 ～ 375
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　医師が治療上必要であると認めた固定装具を購入し装着したときは、療養者がその費用を一旦全額
負担しますが、後日共済組合に請求することにより、「療養費（被扶養者の場合は家族療養費）」の払
い戻しを受けることができます。
　払い戻しの額は、装具の領収書の額の7割（小学校就学前の者は8割、70歳～ 74歳の高齢受給者は
7割～8割）です。
　今回は、装具の製作でよくあるお問い合わせ・手続きの例をご紹介します。

　療養費等請求書の様式及び記入例は、公立学校共済組合北海道支部ホームペー
ジに掲載しています。
　組合員専用ページにログイン後、「様式集　共済事務の手びき　第2章　短期給
付様式一覧」からダウンロードすることができます。
【ホームページアドレス】https://www.kouritu.or.jp/hokkaido/index.html

療養費の請求手続きQ&A（装具の製作編）

A1：治療用装具の購入による療養費を請求するときには、所
属所を通じて次の書類を共済組合に提出してください。

　・療養費等請求書（別紙様式第3号）
　・装具装着証明書又は医師の証明書の原本（別紙様式第3

号の2又は病院独自で発行した証明書）
　・装具製作業者に支払った領収書の原本

A2：通常、歯列矯正は保険診療の対象外ですので、共済
組合にその費用を請求することはできません。

　　※ただし、外科措置が必要である国が定めた先天性疾患等の場合
は、歯列矯正が保険診療の対象となることがありますので、受
診している医療機関にご確認ください。

Q1：私用の外出中に転倒して足首を捻挫し、医師の指示で治
療用装具を購入しました。療養費を請求するには、どこ
に、何を提出したらよいですか？

Q2：歯並びが気になり、矯正歯科でマウスピースを製
作してもらい装着しています。この費用は共済組
合に請求できますか？

お問い合わせは 短期給付係　☎ 011-231-4111　内線 35-371・372
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　住宅借入金等特別控除の対象となる組合員へ「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を送付します。

・年末調整に使用する組合員については、10月中旬に所属所該当組合員あてに送付します。

・令和5年1月1日以降に住宅取得等に係る貸付けを受けた組合員については、税務署に確定申告をする必要

があるため、1月上旬に所属所該当組合員あてに送付します。

こんなときは公立共済の貸付けをご利用ください

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を送付します
対象の方へ

【住宅借入金等特別控除制度】
一定の条件を満たす住宅の取得等借入金の残高を対象として所得税の控除を受けられる制度です。
制度の内容については所轄の税務署にお問い合わせください。

多種多様な貸付けをご用意しています。詳細はこちら！
北海道支部トップページ➡手続きナビ➡資金をかりる際の手続き

医療貸付けの他にも…
・車や家具の購入など、さまざまな臨時の支出に…一般貸付け
・入学料や授業料などの教育資金に…教育貸付け
・住宅の新築やリフォーム費用に…住宅貸付け
・低利率！バリアフリー住宅にするとき…介護住宅貸付け
・結婚式・新婚旅行など結婚するときの支出に…結婚貸付け
・親族の葬儀や四十九日法要の支出に…葬祭貸付け
・再任用・臨時的任用組合員の臨時の支出に…特別貸付け

など

・闘病のために病院に支払う費用
・歯科矯正やインプラントの費用（注2）

・不妊治療に関する費用（注3）

医療貸付け
借入限度額120万円　返済回数110回以内

などにご利用いただけます

持病のための治療費や通院費がかさみ、お金が足りるか心配！

そんなときは…

年利1.32％（注1）

担保・手数料不要

（注1）令和5年9月時点の利率（変動利率）です。また、利率には保証料率（年0.06％）を含んでいます。
（注2）美容目的でないものに限ります。（診断書の写しが必要です。）
（注3）市町村等から補助金が支給される場合は、その補助金を引いた額が対象となります。

組合員・被扶養者のほ
か、配 偶 者・子・孫・
兄弟姉妹・父母の治療
もＯＫです

お問い合わせは 企画福祉係　貸付担当　☎ 011-231-4111　内線 35-364・365
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　お近くの医療機関で受診が可能で、自費であれば7,000円～
8,000円程度かかる検査を無料で受けられます！

被扶養者の皆さま「特定健診」もう受けましたか？

毎年「特定健診」を受けて　ご自身の健康状態を確認しましょう！　▼

「昔とは体形が変わった…」「疲れやすくなった…」「この先健康でいられるか不安だ…」
でも、病気というほどではないし、健康診断で指摘を受けるのはイヤ。そう思ったことはありませんか？

　なお、特定健康診査でメタボリックシンドロームの傾向があると判定された方は、生活習慣改善プログラム「特
定保健指導」（次ページ参照）も無料で受けることができます。
　毎年、特定健診を受けてご自身の健康状態を把握し、生活習慣病を未然に防ぎましょう！

食べ過ぎ・飲み過ぎ 運動不足 体重増加

受診券は、4月1日現在認定されている被扶養者の方を対象に、6月上
旬に抽出した情報に基づきお送りしています。
4月2日以後被扶養者に認定された方や、受診券が届いていない方は、
お手数ですが北海道支部へご連絡ください。
個別に受診券をお送りします。公立学校共済組合

保健事業キャラクター
「スズちゃん」

公立学校共済組合
保健事業キャラクター
「コーヘーくん」

＼受診は無料です！／　共済組合では、40歳以上74歳以下である被扶養者の皆さまへ、6月15日付けで今
年度の「特定健康診査（特定健診）受診券」をお送りしました。（配偶者人間ドック
決定者を除きます。）
　この「特定健康診査」は、生活習慣病の要因である「メタボリックシンドローム」
に着目した健診です。

なんとなく　気になる　体の変化・・・　そのままに　していても　いいですか？　▼
　生活習慣病（肥満症、高血圧、脂質異常症、糖尿病等）はサイレントキラー
と呼ばれ、知らず知らずのうちに進行し、心疾患、脳出血や腎不全など不
可逆的な臓器障害を引き起こします。
　また、一度生活習慣病にかかると、健康が損なわれるだけではなく、
医療費や通院時間が長期にわたり暮らしを圧迫します。
　予防するには、定期的な健康状態のチェックと、結果に基づく生活習慣
の改善が大切です。
　「まだ大丈夫」と思っている今こそ、手を打つ必要があるのです！

今年はやめとこ…

お問い合わせは 企画福祉係　☎ 011-231-4111　内線 35-363
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「特定保健指導」で健康な体を取り戻しましょう！

健康情報冊子「QUPiO Plus」をお送りします

　「特定保健指導」は、健康診断や人間ドックでメタボリックシンドローム該当又は予備群と判定された方を対象に、
生活習慣の改善を働きかけ、健康な体作りを通じて生活習慣病予防を支援するプログラムです。
　対象の方は無料で受けることができます。（ただし、治療を開始した場合は自己負担額が発生します。）
　共済組合では、定期健康診断等の結果に基づき対象と判定された方へ、特定保健指導のご案内を秋以降に順
次お送りします。

　特定保健指導は指定の医療機関で受けることができるほか、組合員本人は「訪問型特定保健指導」又は「遠
隔型特定保健指導」を利用することができます。訪問型特定保健指導は、共済組合が委託する「SOMPOヘルス
サポート（株）」のスタッフが皆さまの職場にお伺いします。対面での面談が受けづらい方は、Webミーティング
アプリを利用する遠隔面談型特定保健指導が便利です。
　更に、特定保健指導のうち、積極的支援対象の方はICTを利用した支援を受けることができます。SOMPOヘ
ルスサポートの相談員が電子メール等でフォローアップを行いますので、これまでは忙しくて保健指導に参加でき
なかった方も、ぜひご利用ください。

　定期健康診断や人間ドックを受診された今年度45歳及び50歳に達する組合
員等を対象に、個々の健診結果を反映した健康情報冊子「QUPiО Plus（ク
ピオ プラス）」をお送りします。
　今後の疾病発症リスクに応じた生活習慣改善アドバイスや、健康に関する情
報をカラフルで分かりやすく紹介していますので、皆さまの健康維持にお役立
てください。

●特定保健指導の流れ（組合員の方の場合）

健康診断の結果はいかがでしたか？
生活習慣病リスクが高かった方は
「特定保健指導」を「無料で」
受けることができます！

（※画像はイメージです）

QUPiО Plusには過去3年分の健診
結果が記載されるので、ご自身の
健診結果を見直すこともできます！

初回面談（訪問やオンライン） 生活習慣改善計画を策定 計画実行！ 健康状態向上！

お問い合わせは 企画福祉係　☎ 011-231-4111　内線 35-363

13令和5年9月25日発行



　若い頃は体力があるので、徹夜しても何とか乗り越えることができるかもしれませんが、
年を重ねると無理はできなくなりますね。

　人間はどれくらい起き続けていられるのか、アメリカの高校生が挑戦した結果、断眠が264時間12
分に達したという記録があります。これは、日数にすると約11日間ということになりますが、断眠初期
から、集中力の低下や目の焦点が定まらないといった症状が現れ、日数が進むにつれて、幻覚や幻聴、
記憶の欠落なども見られるようになったそうです。睡眠に関する研究機関でも、2晩以上の断眠は肉体
的・精神的に大変危険であると報告されています。また、慢性的な睡眠不足は高血圧や糖尿病、肥満、
うつや認知症の要因になるとも言われています。これらのことからわかるように、十分な睡眠時間を確
保したうえで日常生活を送っていただきたいと思います。
＜参考文献＞ライブ編「世界の研究者が調べたすごすぎる実験の図鑑」、カンゼン、2022年）

　みなさん、いかがお過ごしですか。
　秋といえば、食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋などとともに、読書の秋ともいわれますが、これは、
夏目漱石の作品の中で中国の文人が詠んだ「秋は過ごしやすい季節だから、夜には明かりをともして読
書をするのに最適だ」という意味の詩を引用したことで、この頃から「秋に読書をしよう」という風潮
が生まれ、読書の秋といわれるようになったそうです。色々なことにチャレンジできる絶好の季節です
ので、ご自分の好きなことに取り組み、充実した時間を過ごしていただきたいと思います。
　相談室では、睡眠が十分に取れない、意欲が出ない、人間関係で悩んでいる、休職等の制度のこと
など、メンタルに関する色々な悩みをお受けしていますので、気軽にご相談ください。

［相談対象者・相談者について］
　　相談対象者：共済組合員本人
　　相談者：共済組合員本人、家族、職場の上司、同僚（同僚の方は電話相談のみ）
［相談方法について］
　　電話相談・面接相談を希望される方は、下記の専用電話におかけください。
　　面接相談の場所は、「ホテルライフォート札幌」です。相談料は無料です。

○相談のご案内
［相談時間・相談員について］

土

第１週、第３週　10:00～15:00保健師

教育行政経験者

月

○

／

火

○

○

水

○

○

木

13:00～20:00

（面接は17時まで）

○

金

○

○ ／

※○は９：３０～１７：００

０１１－５３０－６２０６、０１１－５６３－４２４１

睡眠はしっかり取りましょう！

心の健康総合相談室心の健康総合相談室
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第54回北海道教職員美術展休止のお知らせ

　今年度の美術展については、作品等輸送業務を受託できる業者が無く、新たな運送会社、
展示会場の確保などが困難であることから、誠に残念ではありますが事業を休止させていた
だきます。
　なお、次年度以降については、事業実施に向けて必要な準備を進めて参ります。

提出書類に「消せるボールペン」を使っていませんか？

　訂正ができる「消せるボールペン」が普及しており、当共済組合に届く書類にも散見され
ております。
　「消せるボールペン」は改ざんが容易であることや温度変化により消えてしまうおそれが
あることから、申請書や請求書など共済組合へ提出する書類には使用しないでください。他
の証書類も同様にご注意ください。
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宿泊施設の利用をキャンセルした場合は、承認を受けた利用補助券を当支部まで必ず返送願います。紛失・
破棄した場合は、その旨を下記の問い合わせ先までご連絡ください。

指定宿泊施設利用補助に関するお知らせ

 胆振 壮瞥町 洞爺サンパレス 049-5731 壮瞥町洞爺湖温泉 7-1 0142-75-1111
   リゾート＆スパ   

 釧路 釧路市 ニュー阿寒ホテル 085-0467 阿寒町阿寒湖温泉2丁目 8-8 0154-67-2121

 管内 市町村 施設名 郵便番号 住所 電話番号

 オホーツク 佐呂間町 海山美味の宿 093-0421 佐呂間町浪速 118-1 01587-2-1511
   サロマ湖 悠林館  

 管内 市町村 施設名 郵便番号 住所 電話番号

 空知 月形町 月形温泉ホテル 061-0502 月形町 81-10 0126-37-2188

 管内 市町村 施設名 郵便番号 住所 電話番号

◆指定宿泊施設利用補助の対象施設が変更されます

令和４年12月31日に下記の施設が運営会社変更のため、指定宿泊施設から解除されました。

令和５年８月31日に下記の施設が指定宿泊施設から解除されました。

令和５年６月１日～令和６年秋頃まで、下記の施設が改修工事に伴い、休館しています。

なお、対象施設の一覧は「福祉のしおり202３」の107ページ～130ページに掲載しております。

◆指定宿泊施設利用補助利用にあたっての注意点
●　北海道公立学校教職員互助会にご加入されている方は当共済の補助は使えません
互助会会員の方の宿泊施設利用補助の手続きについては、互助会の下記の担当へご照会ください。

●　日程には余裕をもってお手続きください
公立学校共済組合北海道支部から利用補助を受ける場合、「指定宿泊施設利用補助券」の承認手続きに数日
を要します。日程に余裕をもってお手続きください。

●　キャンセルされた場合

【一般財団法人　北海道公立学校教職員互助会　文化福祉グループ　TEL：011-211-6072（直通）】

 胆振 壮瞥町 洞爺湖鶴雅リゾート 052-0103 壮瞥町壮瞥温泉 88-26 0142-82-7160
   洸の謌  

 管内 市町村 施設名 郵便番号 住所 電話番号

令和５年10月１日から下記の施設が指定宿泊施設利用補助の対象に加わります。

お問い合わせは 企画福祉係　☎ 011-231-4111　内線 35-364
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